
 
 

吉 見 町 区 長 会 会 則 

第１章 総 則 

 

（名称） 

第１条 この会は、吉見町区長会（以下「区長会」という。）という。 

（趣旨） 

第２条 この会は、会員相互の研修と親睦をはかり、住民福祉の増進に寄与するものとす

る。 

（事務所） 

第３条 この区長会の事務所は、吉見町役場内に置く。 

（事業） 

第４条 この区長会は、目的を達成するため、次のことを行う。 

（１）会員の研修 

（２）会員の傷病見舞 

（３）会員の死亡弔慰 

（４）会員の罹災見舞 

（５）会員の慶祝 

（６）その他必要と認められる事項 

２ 前項第２号から第５号までの基準は、別表１で定める。 

 

 

第２章 組 織 

 

（役員） 

第５条 この区長会に会長、副会長３名及び運営委員若干名、幹事２名並びに監事２名を

置く。 

２ 役員は、会員の互選により選出する。ただし、幹事のうち１名は自治財政課長を

委嘱する。 

３ 前項の役員の任期は、２年とする。補欠により選任された者の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（職務） 

第６条 会長は、会務を総理し、区長会を代表する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、予め

会長が定めた順序により会長の職務を行う。 

３ 幹事は、会の事業に関する企画立案をする。 

４ 監事は、会計を監査する。 

（事務局） 

第７条 区長会に事務局を置く。 

２ この区長会の事務を処理するため、書記を置く。 

３ 書記は、会長が委嘱する。 

 

 

 



 
 

第３章 会 議 

 

（会議） 

第８条 会議は、総会及び役員会とし、会長が招集する。 

（総会） 

第９条 総会は、毎年４月中に開催することを例とする。ただし、会長は、会員過半数の

者から会議の招集の請求があったときは、臨時に総会を招集しなければならない。 

（議長） 

第１０条 総会及び役員会の議長は、会長をもってこれにあてる。 

（開議及び議決） 

第１１条 総会は、会員の過半数の者が出席しなければ開くことができない。 

２ 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。 

（附議事項） 

第１２条 総会に附議する事項は、特に定めるもののほか、次のとおりとする。 

（１）会則の変更 

（２）事業計画及び予算の審議 

（３）決算報告及び決算の承認 

（４）前各号のほか、特に必要と認められる事項 

（役員会） 

第１３条 役員会は、会長、副会長、幹事、運営委員をもって構成する。 

２ 監事は、役員会に出席することができる。ただし、議決に加わることはできない。 

 

 

第４章 会 計 

 

（会計年度） 

第１４条 区長会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

（収入） 

第１５条 区長会の収入は、会費及びその他収入とする。会費は、別表２で定める。 

（支出） 

第１６条 区長会の支出は、会議費及びその他の支出とする。 

第１６条の２ 第１３条に掲げる役員の旅費等は、別表３で定める。 

（帳簿等） 

第１７条 区長会は、その会計を適切に処理するため、現金出納簿及びその他必要とする

帳簿を備えておかなければならない。 

 

 

第５章 雑 則 

 

第１８条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は会長が定める。 



 
 

附 則 

１ 昭和４５年４月１日から実施された、吉見村区長会会則は廃止する。 

２ この会則は、昭和５７年４月１日から実施する。 

３ この会則は、平成２２年４月１日から実施する。 

４ この会則は、平成２９年４月１日から実施する。 

５ この会則は、平成３０年４月１日から実施する。 

６ この会則は、令和３年４月１日から実施する。 

７ この会則は、令和５年４月１日から実施する。 

 

別表１（第４条第２項関係） 

区  分 金額及び品物 摘     要 

傷 病 見 舞 １０，０００円 
２週間以上入院治療した場合又は３週間以上自宅療養し

た場合 

死 亡 弔 慰 

生花及び 

１０，０００円又は盛籠 
会員が死亡した場合 

生花又は盛籠 会員と同居する父母・配偶者が死亡した場合 

罹 災 見 舞 その都度会長が定める額  

慶   祝 その都度会長が定める額  

 

別表２（第１５条関係） 

区  分 金    額 摘     要 

通 常 会 費 １，０００円  

臨 時 会 費 その都度定める額  

 

別表３（第１６条の２関係） 

区  分 金    額 摘     要 

旅費（日当） １，０００円 

①町長以外が招集する費用弁償が支払われない会議や行

事等に役員が出席したときに支払う 

②申請については、２月末までに旅費請求書（別表４様

式１）と会議等の開催通知の写しを提出すること 

③役員以外及び区長全体を対象とする会議等は支払わな

い 

臨 時 会 費 その都度定める額 

①会費が５，０００円未満の懇親会等に、役員が出席す

る際、当該会費の全額を負担する 

②会費が５，０００円以上の懇親会等に、役員が出席す

る際、一律５，０００円を負担する 

③申請については２月末までに旅費請求書（別表４様式

１）と行事等の開催通知の写しを提出すること 



 
 

別表４様式１ 

旅 費 請 求 書 
 

請 求 者 

住 所 吉見町              番地 

行政区名 

氏 名 

 

 

下記の金額を請求いたします。 

令和    年   月   日 

 

月日 行事名等 場所 金額 備考 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  合計金額   

 


